
令和７年度　指名停止措置業者一覧表

東洋シヤッター株式会社 大阪府 　東洋シヤッター株式会社は，建設業法施行令第１条の２に規定する額を超える下請契約を，建設業許
可を有しない者との間で締結した。このことは，建設業法第28条第１項第６号に該当する。
　このことにより，国土交通省近畿地方整備局から令和８年２月24日付けで，建設業法第28条第３項の
規定に基づく営業の停止命令を受けた。
　このことは，県指名停止要綱別表第２措置要件第21号に該当することから指名停止とする。

2026/03/12 2026/06/11

３ヶ月

別表第2-(21)

業　者　名 所在地 指名停止事由　（措置要件） 指名停止期間 備考

～

（ ）

13

鹿児島県建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱

株式会社トーニチコンサル
タント

東京都 　公正取引委員会が，令和７年12月19日付けで特定跨線橋点検等業務の入札等の参加業者（５社）及
び東海旅客鉄道株式会社に対し，独占禁止法第３条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を
行っていたとして，同法第７条第２項の規定に基づく排除措置命令及び同法第７条の２第１項の規定に
基づく課徴金納付命令を行った。
このことは，県指名停止要綱別表第２措置要件第５号に該当することから指名停止とする。

2025/12/26 2026/01/25

1ヶ月

別表第2-(5)

業　者　名 所在地 指名停止事由　（措置要件） 指名停止期間 備考

～

（ ）

12

鹿児島県建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱

日本交通技術株式会社 東京都 　公正取引委員会が，令和７年12月19日付けで特定跨線橋点検等業務の入札等の参加業者（５社）及
び東海旅客鉄道株式会社に対し，独占禁止法第３条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を
行っていたとして，同法第７条第２項の規定に基づく排除措置命令及び同法第７条の２第１項の規定に
基づく課徴金納付命令を行った。
このことは，県指名停止要綱別表第２措置要件第５号に該当することから指名停止とする。

2025/12/26 2026/02/25

２ヶ月

別表第2-(5)

業　者　名 所在地 指名停止事由　（措置要件） 指名停止期間 備考

～

（ ）

11

鹿児島県建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱

村上建設株式会社 奄美市 　村上建設株式会社は，令和６年４月15日，鹿児島県奄美市名瀬大字大熊所在の大熊漁港において，
同社が所有する船舶を同社従業員が洗浄した際に，洗浄水に混入した燃料油を過失により同漁港海域
に排出させた。この件について，「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（以下，海洋汚染防止
法）」違反により名瀬簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け，令和７年１月15日にその刑が確定し
た。このことにより，令和７年12月11日に産業廃棄物収集運搬業の許可が取消され，違反行為の事実が
判明した。海洋汚染防止法に違反したことは，県指名停止要綱別表第２措置要件第22号に該当すること
から指名停止とする。

2025/12/17 2026/01/16

1ヶ月

別表第2-(22)

業　者　名 所在地 指名停止事由　（措置要件） 指名停止期間 備考

～

（ ）

10

鹿児島県建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱
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令和７年度　指名停止措置業者一覧表

新明和工業株式会社 兵庫県 　公正取引委員会が，令和７年９月24日付けで特定特装車製品の製造販売業者ら２社に対し，独占禁
止法第３条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして，同法第７条第２項の規
定に基づく排除措置命令及び同法第７条の２第１項の規定に基づく課徴金納付命令を行った（同社は公
正取引委員会から課徴金減免制度の適用を受けた業者として公表された）
　このことは，県指名停止要綱別表第２措置要件第５号に該当することから指名停止とする。

2025/10/06 2025/11/05

1ヶ月

別表第2-(5)

業　者　名 所在地 指名停止事由　（措置要件） 指名停止期間 備考

～

（ ）

9

鹿児島県建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱

極東開発工業株式会社 大阪府 　公正取引委員会が，令和７年９月24日付けで特定特装車製品の製造販売業者ら２社に対し，独占禁
止法第３条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして，同法第７条第２項の規
定に基づく排除措置命令及び同法第７条の２第１項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
　このことは，県指名停止要綱別表第２措置要件第５号に該当することから指名停止とする。

2025/10/06 2025/11/05

１ヶ月

別表第2-(5)

業　者　名 所在地 指名停止事由　（措置要件） 指名停止期間 備考

～

（ ）

8

鹿児島県建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱

株式会社岩本建設 鹿児島市 　株式会社岩本建設は，令和６年１月４日に指宿港の現場で，作業員がコンクリート打設中に転倒し，休
業４日以上を要する傷害を負い，同日から休業したのに，「自社車庫にて転倒し負傷した」旨の虚偽の労
働者死傷病報告書を提出した。
　この件について，同社及び代表取締役は，労働安全衛生法違反により，鹿児島簡易裁判所から罰金
の略式命令を受け，令和７年８月８日に刑が確定した。
　このことは，県指名停止要綱別表第２措置要件第22号に該当することから指名停止とする。

2025/09/10 2025/12/09

３ヶ月

別表第2-(22)

業　者　名 所在地 指名停止事由　（措置要件） 指名停止期間 備考

～

（ ）

7

鹿児島県建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱

株式会社中央技術コンサル
タンツ

東京都 　宮城県気仙沼市発注の道路整備工事の設計業務において，入札の秘密事項となる設計価格を，気仙
沼市職員から(株)中央技術コンサルタンツ 東北支店長が事前に入手し，不正に受注したとして，公契約
関係競売入札妨害の疑いで，令和７年７月21日に宮城県警に逮捕され，同年８月８日に起訴された。
　 このことは，県指名停止要綱別表第２措置要件第７号のイに該当することから指名停止とする。

2025/08/20 2025/10/19

２ヶ月

別表第2-(7)-イ

業　者　名 所在地 指名停止事由　（措置要件） 指名停止期間 備考

～

（ ）

6

鹿児島県建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱
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令和７年度　指名停止措置業者一覧表

新明和工業株式会社 兵庫県 　公正取引委員会が，令和７年３月24日付けで機械式駐車装置メーカーら７社に対し，独占禁止法第３
条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして，同法第７条第２項の規定に基づ
く排除措置命令及び同法第７条の２第１項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
　このことは，県指名停止要綱別表第２措置要件第５号に該当することから指名停止とする。

2025/05/07 2025/06/06

１ヶ月

別表第2-(5)

業　者　名 所在地 指名停止事由　（措置要件） 指名停止期間 備考

～

（ ）

5

鹿児島県建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱

ＩＨＩ運搬機械株式会社 東京都 　公正取引委員会が，令和７年３月24日付けで機械式駐車装置メーカーら７社に対し，独占禁止法第３
条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして，同法第７条第２項の規定に基づ
く排除措置命令及び同法第７条の２第１項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
　このことは，県指名停止要綱別表第２措置要件第５号に該当することから指名停止とする。

2025/05/07 2025/06/06

１ヶ月

別表第2-(5)

業　者　名 所在地 指名停止事由　（措置要件） 指名停止期間 備考

～

（ ）

4

鹿児島県建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱

住友重機械搬送システム株
式会社

東京都 　公正取引委員会が，令和７年３月24日付けで機械式駐車装置メーカーら７社に対し，独占禁止法第３
条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして，同法第７条第２項の規定に基づ
く排除措置命令及び同法第７条の２第１項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
　このことは，県指名停止要綱別表第２措置要件第５号に該当することから指名停止とする。

2025/05/07 2025/06/06

１ヶ月

別表第2-(5)

業　者　名 所在地 指名停止事由　（措置要件） 指名停止期間 備考

～

（ ）

3

鹿児島県建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱

日新興業株式会社 大阪府 　日新興業株式会社は，建設業法施行令第１条の２に規定する額を超える下請契約を，建設業許可を
有しない者との間で締結した。このことは，建設業法第28条第１項第６号に該当する。
　このことにより，国土交通省近畿地方整備局から令和７年３月４日付けで，建設業法第28条第３　項の
規定に基づく営業の停止命令を受けた。
　このことは，県指名停止要綱別表第２措置要件第21号に該当することから指名停止とする。

2025/05/07 2025/08/06

３ヶ月

別表第2-(21)

業　者　名 所在地 指名停止事由　（措置要件） 指名停止期間 備考

～

（ ）

2

鹿児島県建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱
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令和７年度　指名停止措置業者一覧表

株式会社佐電工 佐賀県 　佐賀県多久市が令和４年10月に発注した庭球場照明改修工事において，入札の秘密事項となる指名
業者名を，多久市職員から(株)佐電工の営業本部副本部長が事前に入手したとして，公契約関係競売
入札妨害の疑いで，令和７年２月１８日に佐賀県警に逮捕され，同年３月１１日に略式起訴とされた。
　このことは，県指名停止要綱別表第２措置要件第7号のイに該当することから指名停止とする。

2025/05/07 2025/09/06

４ヶ月

別表第2-(7)-イ

業　者　名 所在地 指名停止事由　（措置要件） 指名停止期間 備考

～

（ ）

1

鹿児島県建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱
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